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子育てに関わる団体への活動支援補助金募集要項 

～みんなの子育て・親育ち支援事業について～ 

 

 

１ 目 的 

  主に未就学児とその保護者を対象に活動している団体に対して、活動支援補助金

として２０，０００円を上限に交付します。 

 

２ 対象団体 

 ・ 育児サークル 

   北九州市内の市民センターなどを拠点として活動している育児サークル。 

・ 子育て支援者・ボランティアグループ 

   北九州市内の市民センター、児童館などを拠点として、子育て支援活動を行

うグループ 

    例：読み聞かせグループ、子育てサポーターのグループ 

 

   上記の団体で、次の全ての条件に該当する団体が対象となります。 

（１）団体のメンバーが５名以上であること。 

（２）団体のメンバーの半数以上が北九州市民であること。 

（３）継続的な活動実績又は活動計画（年間１０回以上）があること。 

（４）暴力団又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体（者）で

ないこと。 

※ 政治的・宗教的活動及び営利活動を主目的とする団体については、交付

対象としません。また名称の異なる団体であっても、構成員が同一、も

しくは同一とみなされる団体については、交付対象としません。 

 

３ 補助の対象となる活動 

下記「７ 補助対象となる活動期間」中に実施する、育児サークルの自主的活動

や地域で行われる子育て支援活動。 

※ 補助の対象に該当する活動かどうか不明な場合は、子育て支援課にお問い合

わせください。 

 

＜補助の対象となる経費の例＞ 

○ 育児サークルやフリースペース等の運営に係る経費 

○ 育児サークルやボランティア活動経費 

○ 講座開催時の講師謝礼 

○ 遊具教材購入費 

○ お誕生日会などイベント開催時の経費 

○ その他活動に必要となる経費 



 

 2

＜補助の対象とならない経費の例＞ 

× 会議などの際の食事代 

× 電子ゲーム機等個人遊具の購入  など 

 

４ 補助金額 

  １団体、１回２０，０００円を上限とします。 

※ 補助対象となる経費は、交付決定の通知が届いてから、令和６年３月３１日

までの間に支出する経費に限ります。 

（補助金の交付決定前に支出した経費は対象になりません。） 

   

５ 申請手続 

（１）受付期間 

令和５年５月１７日（水）～６月１４日（水） 当日消印有効 

（２）申請方法 

申請は、所定の様式に必要事項を記入して、子育て支援課まで郵送又は持参に

より提出してください。 

（３）申請書の配布 

申請書は、子育て支援課で配布します。北九州市のホームページからも 

ダウンロードできます。（「活動支援補助金」で検索してください。） 

（４）提出書類 

【申請時】 

  ・活動支援補助金交付申請書（様式１） 

・実施計画書（様式２） 

・収支予算書（様式３） 

【交付決定時】 

・請求書 

  ・振込口座指定届 

  ・会計責任者指定届 

  ・通帳の写し 

（５）申請にあたっての留意事項 

申請後に代表者や事務担当者が変更になった場合や、内容（活動内容や支出 

経費等）に変更が生じた場合には、必ず子育て支援課までご連絡ください。 

（６）その他 

・提出された申請書等は返却できませんので、あらかじめご了承ください。子育

て支援課から内容についての問い合わせをすることがありますので、提出前に

写しをとってお手元に保管してください。 

・申請書には、スタンプ型印鑑は使用しないでください。なお、申請書に押印し

た印鑑は、補助交付決定後の全ての書類（補助金の請求書や活動終了時の書類

など）に同一のものを使用していただく必要がありますので、大切に保管して

ください。 
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６ 交付決定 

  ７月上旬頃までに交付決定し、申請者に通知します。 

 

７ 補助対象となる活動期間 

  交付決定日～令和６年３月３１日 

  この期間に行う活動の経費について、補助金を交付します。 

  （補助金の交付決定を受ける前の活動は補助対象になりません。） 

 

８ 補助金の交付 

決定通知書とともにお渡しする書類（請求書等）に必要事項を記入し、提出して

いただいた後、随時、交付金額を振り込みます。 

 

９ その他 

（１）令和６年３月３１日までの活動経費が交付金額に満たない場合は、その差額を

返納していただきます。 

（２）補助の対象となる活動の終了後２０日以内に、実績報告書、収支決算書及び領

収書を提出していただきます。 

（３）補助金により購入した物品等については、団体のものとして記名し、保管責任

者や保管場所などを定めるなど、適切な保管を心がけてください。 

（４）補助金を交付した団体の団体名、活動内容及び活動場所等については、子育て

支援課のホームページ等で紹介させていただくこともありますので、ご了承く

ださい。なお、申請書等に記入していただいた個人情報については、選考及び

資格確認のため、必要な官公庁への照会を行うことのみに利用し、目的外の使

用は一切いたしません。 

    

   

《問い合わせ・提出先》 
〒８０３－８５０１ 
北九州市小倉北区城内１番１号 
北九州市子ども家庭局 子育て支援課 

  地域支援担当：多田・屋方・中村 
TEL ５８２－２４７３ FAX ５８２－５１４５ 


